
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年８月２３日 ０４時０６分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市砂場
す な ば

漁港北東方沖（白石
しろいし

） 

来
くる

島白石灯標から真方位１３５°２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０６.４′ 東経１３２°５９.０′） 

事故の概要 プレジャーボート海
かい

望
ぼう

隆
たか

敏
とし

丸は、北東進中、白石（岩礁）に乗り揚

げた。 

事故調査の経過 令和２年９月１１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 海望隆敏丸、２.３トン 

ＥＨ３－４７７２７（漁船登録番号）、個人所有 

第２８１－４２８３７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底部外板に破口を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約２１９cm（来島

航路）、潮流 北流約１ノット 

常用薄明開始時刻：０５時０９分ごろ、日出時刻：０５時３５分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、釣りを行う目的

で、約５ノットの対地速力で、船長が、ＧＰＳプロッター兼魚群探知

機を魚群探知機として起動し、後部甲板の操縦区画で立って手動操舵

により北東進していた。 

船長は、左舷方に見える造船所の明かりが近くに感じたので、ふだ

んよりも本船が西方向に寄って航行していると思い、このままの針路

で航行すると浅瀬があるので、右舵を取って航行中、前部甲板のテン

トの隙間から前方を見たところ、至近に来島白石灯標の灯光が見えた

ものの、どうすることもできず、白石に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、本船が、前部甲板にテントが張ってあり、前方が見通し辛

い状況であったが、ふだん航行している慣れた海域なので、左舷方の

造船所の明かりを頼りに航行できると思い、ＧＰＳプロッターで船位

の確認をしていなかった。 

分析 本船は、ふだん航行している慣れた海域を北東進中、船長が、左舷

方の造船所の明かりを頼りに航行できると思い、目視のみで航行を続

けたことから、白石に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因 本事故は、夜間、本船がふだん航行している慣れた海域を北東進

中、船長が、左舷方の造船所の明かりを頼りに航行できると思い、目

視のみで航行を続けたため、白石に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、慣れた海域であっても、前路の見張りを適切に行うとと

もにＧＰＳプロッターを活用し、船位の確認を適切に行いながら

航行すること。 


